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序　　　　　文

　独立行政法人国際協力機構は、ネパール連邦民主共和国農業協同組合省農業局産業昆虫課を実

施機関として「養蚕振興・普及プロジェクト」を2006年12月から5カ年の計画で実施しております。

　このたび、2009年 6月に行った中間レビュー調査団で改訂された新プロジェクト・デザイン・

マトリックス（PDM）に沿った活動の進捗、同調査団の提言に対する取り組み状況を確認する

ことを目的として、2010年3月13日から3月19日まで、独立行政法人国際協力機構ネパール事務

所次長　武徹を団長とする運営指導調査団を派遣しました。

　本報告書は、上記の調査団による協議結果を取りまとめたものであり、今後のプロジェクトの

実施にあたり活用されることを願うものです。

　終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表しま

す。

　平成22年7月

独立行政法人国際協力機構
ネパール事務所長　丹羽　憲昭
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ドニベシ支場における普及員への聞き取り ドニベシ支場の段々畑状の桑農園

ドニベシ支場の研修室内 良繭はすべて売れ、選繭台に残った選除繭

ACP で製作された絹製品に付いた説明タグ ACP ショールームに展示された座繰り糸製品



SK handicraft に設置されたインド式座躁機 SK handicraft に設置された座繰り機

農業協同組合省（MOAC）との協議。右から
農業協同組合省事務次官補、武団長、高林
団員、小嶋団員

農業局（DOA）との協議。右から農業局長、
小嶋団員、高林団員

産業昆虫課（DOIED）の議事進行による合同
調整委員会（JCC）の様子

JCC におけるミニッツ交換。右から Dawadi 産
業昆虫課長補佐、DOA 副局長、武団長



 

略　語　一　覧

略　語 正　式　名　称 和　訳

C/P Counterpart カウンターパート

CRC Community Rearing Center 村落支援センター

DADO District Agricultural Development Office 郡農業開発事務所

DOA Department of Agriculture （農業協同組合省）農業局

DOIED Directorate of Industrial Entomology Development （農業局）産業昆虫課

JCC Joint Coordination Committee 合同調整委員会

JT Junior Technician 普及員

JTA Junior Technical Assistant 普及員補

MOAC Ministry of Agriculture and Cooperatives 農業協同組合省

NGO Non-Governmental Organization 非政府組織

NPC National Planning Committee 国家計画委員会

Nrs Nepalese Rupee ネパール・ルピー

OJT On-the-Job Training 実地研修

PDM Project Design Matrix
プロジェクト・デザイン・マト 
リックス

PO Plan of Operations 活動計画表

PPP Public Private Partnership 官民パートナーシップ

PQCPPP
Promotion of Quality Cocoon Production and 
Processing Project

養蚕振興・普及プロジェクト

PSS-CRC
Parental Stock Seed Cocoon Resource Centre, 
 Dhunibesi

ドニベシ種苗親繭資源センター 
（ドニベシ支場）

RCC Regional Coordination Committee 地域調整会議（ダディン郡）

SDD Sericulture Development Division 養蚕試験場

SDP Sericulture Development Program 養蚕振興計画

TA/DA Travel Allowance & Daily Allowance 交通費日当

VDC Village Development Committee 村落開発委員会
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第1章　調査の概要

１－１　調査団派遣の背景・目的

　2006年 12月のプロジェクト開始から進展がみられた一方で、カウンターパート機関である農

業共同組合省農業局産業昆虫課（Directorate of Industrial Entomology Development：DOIED）の養蚕

開発に係る政策が明確になっていないこと等が課題として挙げられていた状況を受け、JICAは

2008年度に本件国内支援委員会を設置した。また、その後、2008年 5月、11月に運営指導調査

団、2009年6月には中間レビュー調査団を派遣して双方の今後の取り組みについて継続的な協議

を行ってきた。それら一連の協議の結果、中間レビュー調査において、現実に即したプロジェク

ト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）及び活動計画の変更をネパール連邦

民主共和国（以下、「ネパール」と記す）政府と合意に至った。

　本調査は、中間レビュー後のプロジェクトの状況について、改訂されたPDMに沿った活動の

進捗、特に中間レビュー調査団の提言事項への対応状況を確認し、プロジェクトが適切に運営さ

れてきたかどうかを確認し、今後の適切なプロジェクト運営に必要な提言を行うことを目的とし

て実施された。

１－２　調査団の構成

担当分野 氏　　名 所　　属

総　　括 武　　徹 JICAネパール事務所次長

市場開発・商品開発 高林　千幸 独立行政法人農業生物資源研究所　生活資材開発ユニット長

養蚕普及 小嶋　桂吾 群馬県繭品質評価評議会　事務局

調査監理1 樅田　泰明 JICAネパール事務所　所員 

調査監理2 赤石　布美子 JICA農村開発部水田地帯第二課　職員
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１－３　調査日程

月日（曜） 武団長、樅田団員 小嶋団員、高林団員 赤石団員

1 3 月 13 日 土
17:15 成田（TG677）

22:15 バンコク

2 3 月 14 日 日

10:35 バンコク（TG319）
12:50 カトマンズ

プロジェクト専門家と打合せ

3 3 月 15 日 月

現地視察

・ドニベシ（Dhunibesi）支場

・民間企業　2 社（ACP、SK Handicraft）

4 3 月 16 日 火

  9:30 JICA ネパール事務所表敬

11:00 農業共同組合省（MOAC）表敬

14:30  農業共同組合省農業局（DOA）表敬

16:30 農業局産業昆虫課（DOIED）と打合せ

・中間レビュー提言の進捗

・中間レビュー以降の懸案事項

・新 PDM の進捗

5 3 月 17 日 水
11:00 プロジェクト専門家、JICA ネパール事務所との協議

15:00 DOIED との協議（ミニッツ案）

6 3 月 18 日 木

DOIED との協議

・ミニッツ案最終協議

合同調整委員会（JCC）
・中間レビューからの進捗、提言の発表

・ミニッツ署名

7 3 月 19 日 金

17:50 カトマンズ 
　　  （TG336）
22:25 バンコク

23:50 バンコク（TG642）

別案件

8 3 月 20 日 土   6:15 成田 別案件

9 3 月 21 日 日 別案件

10 3 月 22 日 月 別案件

11 3 月 23 日 火

13:55 カトマンズ

　　  （TG320）
18:30 バンコク

22:35 バンコク（TG640）

12 3 月 24 日 水   6:15 成田

１－４　主要面会者

　（1）農業協同組合省（Ministry of Agriculture and Cooperatives：MOAC ）
Mr. Shankar Prasad Pandey Secretary（事務次官）

Dr. Purushottam Mainali Joint Secretary（事務次官補）

Ms. Sabanam Shivakot Senior Economist 
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　（2）農業局（Department of Agriculture, MOAC：DOA）

Mr. Vijoy Kumar Mallick Director General（局長）

Mr. Mohan Bahadur Thapa Deputy Director General, Planning and Administration（副局長）

Mr. Ananda Ratna Bajracharya Deputy Director General, Technology Dissemination & Coordination
（副局長）

Dr. Yubak Dhoj G. C. Program Director, Plant Protection Directorate（植物防除課長）

Mr. Kul Prashad Tiwari Desk Officer, Planning 

　（3）産業昆虫課（Directorate of Industrial Entomology Development, DOA，MOAC：DOIED）

Mr. Durga Prasad Dawadi Officiating Program Director（Project Manager）課長補佐

Mr. Madhu Sudan Ghimire  Chief of Dhunibeshi（Field Coordinator）（ドニベシ支場長）

Mr. Bhakta Raj Palikhe Chief of SDD, Khopashi（コパシ支場長）

Ms. Bandhana Jha Industrial Entomologist（養蚕職員）

Mr. Madhav Prasad Lamsal  Extension Officer（Officer）
Mr. Jagannath Sharma Junior Technical Assistant of Dhunibeshi SDO（普及員、JTA）

Mr. Bagwan Prashad Pokharel Junior Technician of Dhunibeshi SDO（普及員、JT）
Mr. Jiwacha Mandal JT of Dhunibeshi SDO（普及員、JT）
Ms. Tara Timilshina JTA of Dhunibeshi SDO（普及員、JTA）

　（4）Association for Craft Producers：ACP（民間企業）

Mr. Ghananath　Parajuli Textile Coordinator
Ms. Shradha Program Officer 

　（5）SK Handicraft（民間企業）

Mr. P. Khadkha
Mr. S. Ram Pulkar

　（6）プロジェクト関係者

柳川　弘明 チーフアドバイザー /養蚕振興政策　専門家

渋谷　優子 業務調整 /農民組織化　専門家

川口　えり子 商品開発　専門家

山口　明雄 養蚕普及　専門家

Mr. Raghu Shrestha Interpreter and Coordinator
Ms. Saraswoti Thapa Project Assistant 
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第 2 章　調査結果

２－１　中間レビューにおける提言事項への対応状況

　本調査の第一の目的である、2009 年 6 月に実施した中間レビューにおける提言事項（以下、

2-1-1 から 2-1-8 に記載した事項）に対する対応状況・現状を調査した結果を以下に記す。

　２－１－１　民間企業の誘致

　農業協同組合省農業局産業昆虫課 （DOIED）は 2009 年 11 月に政府関係者、民間企業、養蚕

農家、NGO 等を集め、Post cocoon における政府と民間企業との連携に関するワークショップ

“Workshop on Coordination with Private Sector Involvement on Post Cocoon”を開催した。現在、養

蚕農家、民間企業、NGO が座繰り糸の生産や絹製品開発に参加している。また、DOIED は補

助金として、養蚕農家や民間企業が座繰り糸を生産する際の繭乾燥費や運送費、農家が直接

民間企業に座繰り糸を販売する際の単価上乗せ分［１kg 当たり 150 ネパール・ルピー（Nrs）］
等を助成しているとともに、乾燥繭、座繰り糸、生糸の在庫情報を収集し、民間企業の問い合

せに対応できる窓口を設置するなど、積極的な民間企業の巻き込みを開始した。加えて、プロ

ジェクトにおいてはバリューチェーン調査を実施し、繭生産から蚕糸業まで一貫した情報を収

集している。 他方、これまでのプロジェクトの活動が実り、絹製品の開発と結びついたネパー

ル産の座繰り生糸の需要が増加し始めている。

　　（1）座繰り生糸に関する民間企業の現況

　本プロジェクトは、養蚕農家が生産した繭を用い、農家や民間企業が座繰り生糸を生産

し、それを製品化して販売するまでのモデルを構築することに取り組んでいる。

　一般に、新たな絹製品を開発する場合、製品に適する生糸を開発しそれを製品に結び付

けていく方法と、生糸の特性に適する製品を開発する方法の 2 通りのアプローチがある。

本プロジェクトでは、座繰り生糸を生産することとなるので、製品開発のアプローチとし

ては後者の方法が妥当と思われる。

　中間レビュー段階においても民間企業との連携が進められており、その成果が既にみえ

てきているところ、民間企業の現況について以下に述べる。

　座繰り生糸の生産による商品開発として、DOIED はプロジェクトとの共同により、

2008 年 9 月に、座繰り生糸の製品開発のパートナー（委託企業）として民間企業 3 社、

Association for Craft Producers 社（ACP 社）、Mahaguthi 社及び Asia Training 社を選定した。

2009 年 1 月に Asia Training 社とは諸事情により連携を解消したが、2009 年 6 月からは

NPO“Nepal Srijanatmak Kalaguthi”（Kalaguthi）が入り、これら 3 者との連携で商品開発が

進められている。

　カトマンズにあるこれら 3 者のほかに、座繰り生糸で商品開発している民間企業とし

て、Everest Art Paper 社、S.K. Handicraft 社がある。Everest Art Paper 社はカトマンズ郊外に

自社で座繰り器（ざぐりき）1 を設置して生糸を生産し、製品の販売を行っている。年間

3 ｔの座繰り生糸を必要としていたが、ネパール国内では入手困難であったため、近隣国

1　座繰り器（ざぐりき）：高温の繰糸湯内の複数の繭から引き出した繭糸を合わせ、小枠を手で回して繰る。手で座繰り器の取っ

手を１回転することによって、小枠は 4.5 回転（上州式）するように歯車が組み合わさっている。座繰り器の「座」は歯車のこ

とを意味する。
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に調達先を求めた。同社はインドのダージリンで座繰りを行っていた実績もあったことか

ら、そこで引いた座繰り生糸も利用している。ネパール国内で座繰り生糸を定期的に必要

量確保することができれば、この企業を通じ座繰り生糸の大量の消費が期待される。S. K. 
Handicraft 社は、紙製品や木製品等を関連会社で製作し、主にインドへ輸出する貿易会社

であり、座繰機（ざそうき） 2 での製糸を試みている。

　本調査では、ACP 社、Kalaguthi、S. K. Handicraft 社を調査した。以下にその詳細を記す。

　　　1）ACP 社

　ACP 社では、フエルト製品（靴、鞄等）、紙製品、木彫製品、編物、織物等の手工芸

品を自社及び下請けで製作しており、国内はもとより海外にも販売拠点をもつ企業であ

る。以前は中華人民共和国（以下、「中国」と記す）から輸入した絹紡糸を用いていたが、

DOIED との連携を始めてからは、ネパールでつくった座繰り生糸を用い、かぎ針編みし

たものに絹布で裏地をつけたショール、経糸に輸入した絹紡糸を、緯糸に座繰り生糸を

使用したショール、ランチョンマット、テーブルクロス等を製作・販売している。かぎ

針編みショールは手編みで約 1 週間かかるが、未精練（セリシン付き）の座繰り生糸の

特性を生かしているため、やや硬めで編み糸の立体感が出ていて、高級感のあるショー

ルに仕上がっていた。絹紡糸を経糸にして緯糸に未精練の座繰り生糸で織ったショール

等は、座繰り生糸としてのナチュラルさを表現した製品となっていた。未精練糸をそ

のまま使っているので、ハリ感があり、ランチョンマット、テーブルクロスにはよい

が、スカーフとしては硬めという感は否めない。今後スカーフに適する繊度、精練方法 
（3 分練り、5 分練り等）を検討する必要がある。視察時は、座繰り生糸が入手できない

とのことで、生産作業は行われていなかった。同社は大量の座繰り生糸が安定的に入手

できることを望んでおり、座繰り生糸の製品開発に対して非常に意欲的である印象を受

けた。

　ACP 社では、既に本プロジェクトが行う座繰り研修（2009 年 11 月の 10 日間）に参加

しており、自社で座繰りを行うようプロジェクトからも働きかけている。自社で座繰り

を行うことができれば、安定した質の生糸を得られ、製品の評価を自社内の繰糸現場へ

フィードバックもできる。繭から最終製品まで一貫して行えるメリットは大きい。

　同社のアンテナショップ Dhukti（カトマンズ）を訪問した。座繰り生糸の製品として

スカーフ、テーブルクロスなどの販売が行われており、在庫は少なかった。店の人に話

を聞くと、外国人もよく訪れるとのことで、シルク製品には興味を示しているようであ

る。かぎ針編みショールは高額（2,700Nrs、約 3,500 円）なため、あまり売れていないと

のことであった。緯糸に座繰り生糸を使ったショールは値段がそれよりも安い（750Nrs 、
約 980 円）ため、売れていた。このような店では、海外から訪れた人に購入されるよう

な、ネパールオリジナル・シルク製品としてアピールする方法を今後検討する必要があ

る。また、養蚕・座繰り・染織工程を経て、製品ができるまでの過程を説明するディス

プレイ方法や商品の展示方法にも一工夫必要である。

2　座繰機（ざそうき）：繰糸者が椅子に座って 4 ～ 6 緒の繰糸を行う。高温の繰糸湯から引き出した繭糸をケンネル縒りで抱合し、

高速で生糸を小枠に巻き取る。動力は昔、人力・水力・タービン等、現在は電力が主。座繰機の「座」は座ることを意味する。
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　　　2）Kalaguthi
　Kalaguthi は、インドのガンディー主義に基づいた研修施設で、染織やアートテキスタ

イルを教えることによって貧しい人々を救済したいとの趣旨で、代表の Urmila 氏によっ

て 30 年前に設立された NGO である。これまで 1 万人以上の研修を行い、4 年間の研修

で Diploma（公式証明書：選択したコースを正式に終了し単位を取得したことを認めた

資格）を取得でき、資格を生かした職業に就けるとのことで活動を進めている。

　施設には手紡糸機、合糸機、撚糸機、手織機、高機機、手動式ジャガード機など織物

に必要なすべての機械が所狭しと並んでいた。また、繰糸に関する乾燥機、座繰り器、

多条繰糸機、揚返し機、簡易揚返し機など機械類も設置されていた。これらの機械はす

べてインドから輸入したものであった。この施設では養蚕も行っており、繭さえ安定的

に供給されれば、この施設内で繭から製品までが完結する。今後このプロジェクトを推

進するにあたり、同施設との連携を積極的に進めることが望まれる。

　視察時は、綿・羊毛による手紡績、高機による手織り、ジャガード織り、紡績糸によ

る工芸品の製作を行っていた。座繰りについては同施設からの要望で開始されたもので、

これまで経糸に絹紡糸、緯糸に座繰り生糸を用いたショールや男性用伝統衣装「パンジャ

ビ」（シャツ）の服地の生産が行われてきた。この布地はシルクの光沢が出ていて高級感

ある反物となっていた。少しずつではあるが、売れているとのことである。これからは

座繰り生糸の用途としてショール等の小物のみならず、衣料用服地への展開が望まれる。

　同施設ではイタリー式撚糸機を設置している。経糸に座繰り生糸を用いようとする場

合、撚糸をしなければならない。以前、座繰り生糸の撚糸を試みたところ、太繊度のた

め撚糸ができず、手動で引き上げるなどを試みたと聞いた。それまでは比較的細い糸の

撚糸を行っていたので、そのままの撚糸条件で座繰り生糸の撚糸を行ったが、張力がか

かり過ぎ、巻き取りボビンが空回りして撚糸ができなかったとのことであった。糸をソー

キング（糸に油剤を付けて軟らかくすること）や撚糸ボビン（合糸した糸を巻いたボビン）

の回転数を下げるなどの工夫をすれば、現存の撚糸機で充分に対応することができると

考えられる。

　　　3）S. K. Handicraft 社
　同社はネパール国内でつくった仏像などの木彫品、インテリア・装飾用紙製品、バッ

グなどの布製品類をインド向けに輸出する貿易商である。2 年ほど前にインド東部にあ

る西ベンガル州を商売で訪れたときに、座繰機（鍋で繭を煮ながら、大枠に巻き取るイ

タリー式と思われる）を見て、この機械を使えばネパールでもインド生糸に匹敵するも

のができるのではないかとの思いで、インドから機械製作する職人を雇い、独自に座繰

機を製作したと聞いた。昨年（2009 年）はインドから糸を挽く人を連れてきて、16 粒繰

糸（40 ～ 50 デニール生糸）で 45kg 繰製した。これをパシュミナショールの経糸として

使おうとしたところ、無撚りのままでは使えないことが分かり、始めて撚糸機の必要性

に気づいたという。糸をつくればどこかに売れるという安易な発想で事業を始めたため、

国内での需要はなく、結局はインドの業者へ売らざるを得なかったようである。

　ネパールでは、座繰機による生糸の用途展開は現在のところない。座繰機を使って座

繰り風生糸の繰糸も検討しているとのことだった。ネパール製の座繰り機も既に購入さ
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れていたので、当面は自社で座繰りができる人を養成し、ある程度技術的レベルが上がっ

たところで、座繰機へ移行するのが、繰糸技術を習得する早道とも考えられる。事業展

開の計画性はないものの、生糸を製造し商売をしようとする熱意は感じられた。製糸に

挑戦しようとする起業家が出てきたことは好ましい傾向と思われる。

　２－１－２　農民組織化の重要性

　養蚕分野は、農家グループを受け入れやすい素地があるが、本プロジェクトにおいても、養

蚕と座繰りを組み合わせた農家グループの活動が開始されてきている。NGO を通じて養蚕農

家グループの組織強化活動を推進し（付属資料 1．Annex2 参照）、プロジェクトとしてはプロ

ジェクト終了時までには少なくとも 2 つの協同組合を結成させる予定である。普及員を対象に

ヒューマンスキル研修を実施し、ファシリテーション能力の向上を図っている。一方、プロジェ

クトの対象地域である Nalang、Salang、Baireni においては、養蚕農家をグループ化し、民間企

業の絹製品開発と連携した座繰り糸の生産を進めている。

　　（1）農民組織化に関する活動状況、動向

　本プロジェクト前半においては、養蚕の飼育・上蔟や消毒といった技術面の改善・指導

に力が注がれたため、やや活動が遅れた感があった。養蚕は掃き立てや稚蚕飼育、消毒、

上蔟や繭出荷など、共同で作業をする局面が多く、グループ化・組織化に向いた作目とい

える。ネパールでの農民のグループ化・組織化は、作業の共同化による能率化・効率化は

もとより、あらゆる社会開発的活動を促進する中心的活動といえる。農民組織は、郡農業

開発事務所（District Agricultural Development Office：DADO）や銀行、NGO 等に事業の支援

を要請する場合の基盤にもなり得る。プロジェクトでは養蚕を中心とするグループの組織

化が求められている。さらには、これら農民組織の協同組合化についても検討することと

している。

　2009 年 1 月農民組織化の専門家の赴任に伴い、プロジェクトの対象地域の全村・全養

蚕農家を対象にグループ化・組織化をすべく活動が開始された。赴任後、NGO に委託

する業務内容を決定し、活動する NGO は、2009 年 2 月の選考の結果、ICDC（Integrated 
Community Development Campaign）と決定し、TOR に基づき契約を行った。

　2009 年 2~3 月、NGO を通じてスパイダー・ウェブ（Spider-Web）手法という評価法を

用いて、既存の養蚕グループの組織度のモニタリング評価が行われた。この活動には、ド

ニベシ支場の普及員（Junior Technician：JT）/ 普及員補（Junior Technical Assistant：JTA）も

参加して、組織度評価法であるスパイダー・ウェブ手法を一緒に学んだ。

　2001 年 2 月現在、12 の養蚕グループが組織化されており（Nalang 村 3、Salang 村 2、
Baireni 村 4、Kumpul 村 1、Sankosh 村 1、Bhumesthan 村 1）、そのうち、活発な活動を行っ

ているのは 2 グループである（Nalang 村の Gautam Buddha と Salang 村の Akala）。2010 年

2 月に、一部のグループに同様の 2 回目の評価を実施したところ、2009 年の評価では組織

度がかなり低かったグループも 1 年後にはかなり向上（改善）した例がみられたとのこと

である。また、会議への参加、意思決定プロセス、情報の共有、役割分担などが相当程度

改善されたことも報告されている。NGO のグループへの頻繁な働きかけがそれらを促進

したとも考えられる。



－ 8 －

　前述のとおり、かなり農民組織化の活動が進展していることから、本課題については、

今回の運営指導調査では、提言事項から削除することとした。

　　（2）農民組織化の取り組みに関する課題

　さまざまな進展がみられた一方、課題もみられた。ひとつは普及員の農民組織強化の

取り組みが弱いことである。JT/JTA に対するファシリテーション能力の向上に対しては、

2009 年 2 月、JT/JTA16 名を対象に NGO によるヒューマン・スキル研修を実施した。同

年 2 ～ 3 月の養蚕グループの組織度を評価する活動でドニベシ支場の JT/JTA が参加して

ファシリテーションの実践も行った。しかしながら、JT/JTA の TOR には農民の組織強化

は含まれておらず、JT/JTA は養蚕期以外ではほとんど農家を訪問することはない。そこで、

NGO と連携し、JT/JTA や Silk Mobilizer も参加させ、彼らのファシリテーション能力を向

上させるための研修や活動を継続・実施しながら、農民組織化は普及の効率化を図る普及

活動の一環であることを伝えることが対処の一案である。

　ほかには、活動の弱いグループの組織強化が挙げられる。これら活動の弱いグループへ

の施策としては、JT/JTA の組織強化への参加はもとより、NGO 職員などで会計等のビジ

ネス・マインドのある人を組織の中心に据え、他地域の優秀な活動を行っている農民組織

に出かけて実地研修（Study Tour）をすること等が考えられる。また、養蚕を中心とする

組織であるところ、養蚕のもつ特色（稚蚕飼育や消毒の共同作業・換金作目の優位性・女

性労働の活用等）を生かした活動とすることが望まれる。グループのなかに座繰り生糸の

小グループをつくり、養蚕から絹織物まで連携させることも一案である。

　２－１－３　先方政府による養蚕アクションプランの策定

　DOIED は 2009 年 5 月に開催された国家養蚕政策に関するワ－クショップ“National 
Sericulture Policy 2009”に引き続き、2009 年 8 月に養蚕の将来展望と計画に関するワークショッ

プ“A long term vision and plan for sericulture development in Nepal”が開催された。また、本プロジェ

クトでは養蚕行政に必要な養蚕統計の内容、収集方法について論議し、それぞれのフォーマッ

トを作成し、情報収集を開始している。

　MOAC は、現在、国家養蚕政策については MOAC による承認手続き中であり、承認に時間

がかかる場合は、MOAC が主導となり、国家計画委員会（National Planning Committee：NPC）
とも協議のうえ、養蚕戦略を策定する計画と説明した。また、DOIED は DOA の指導の下、国

家養蚕政策及び 3 カ年アクションプランを計画したことも述べた。3 カ年アクションプランに

おいては今までとは異なり、民間企業の巻き込み、農民組織化といった本プロジェクトにおい

ても取り組んでいるイシューに重点を置いている。また、DOA はネパールの将来的な養蚕振

興の長期計画、戦略において、当面は座繰り生糸生産に着眼する一方で、生糸生産の方針につ

いても検討を進めていることが確認された。

　２－１－４　PDM の共有

　改訂された PDM 及び活動計画書（Plan of Operations：PO）がネパール語に翻訳され、

DOIED、ドニベシの Officer、JT/JTA、及び Silk mobilizer に配布された。一方、ドニベシの JT/
JTA、Silk mobilizer は PDM についての内容を十分には理解していなかった。
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　2009 年 6 月に実施された中間レビューの際の JCC にて正式に PDM 改定を行った。中間レ

ビューの際には、新 PDM については、英語だけでなく、ネパール語版も用意し、プロジェク

ト関係者に広く配布して認識を高めるように、という提言が行われ、2010 年 2 月にネパール

語も完成して配布されていた。

　本調査で、ドニベシ支場の JT/JTA に PDM について質問したところ、ネパール語の PDM を

受け取ったことを確認した。また、英語では分からなかったが、ネパール語の内容は分かった

という発言もあった。いずれの JT/JTA もプロジェクトのめざすところを尋ねると、良繭を生

産できるようにすること、関係者の能力強化が図られること、という方向性は理解されていた。

しかしながら、本プロジェクトの上位目標には農家及び養蚕関係者の生計向上を掲げている一

方で、彼らは本プロジェクト終了後には他地域にも展開することをめざし、その優良繭、シル

ク生産のモデルの構築・実証をプロジェクトで行うことまでは認識していなかった。

　JT/JTA 及び JT/JTA から研修を受けることになっている Silk mobilizer といった、プロジェク

ト関係者にも、本プロジェクト終了後に他地域への展開を想定し、モデルとなる技術・システ

ムを構築しているという気概をもち、今後のプロジェクト活動に励むことが望まれる。

　２－１－５　予算措置

　ネパール側での予算不足のため、JT/JTAの活動が十分に補償されていない事象も現れている。

DOIED はこのような状況を打開するため、行政レベルへの積極的な対応が不可欠であると考

えている。DOIED による MOAC または NPC に対する積極的なロビー活動等も通じた養蚕分

野に対する予算措置拡大への取り組みが期待される。

　2008 年度、2009 年度では、数字上では一見 DOIED の予算が増加したようにみえるものの、

物価上昇に伴う政府職員の昇給で人件費が増えたことにより、事業費は減少した。DOIED の

話では JT/JTA のガソリン代や交通費日当（Travel Allowance and Dairy Allowance：TA/DA）が支

出できず、JT/JTA がフィールドに赴いて普及活動することが困難であるため、Silk Mobilizer が
単独で普及活動を行っている模様である。

　JT/JTA は、政府の職員であり、持続性や効率性を考えると、対象期間中のみ謝金を得る農

民の代表である Silk Mobilizer よりも、JT/JTA をより活用していくことが必須である。

　予算について、MOAC に確認したところ、国家計画委員会（NPC）は既にさまざまなプロ

グラムへ配分しており、養蚕に対する配分はそれほど大きくないが、緊急性に応じて更に配分

することもあるということであった。ただし、NPC の予算配分については国家経済状況、財

務省の承認が必要であるため、それほど容易ではないことがうかがえた。また、貧困農民支援

（2KR）見返り資金については、MOAC からは、DOIED が申請すれば検討する余地があるとの

発言もあった。

　２－１－６　ホルマリン代替消毒剤の導入 
　養蚕では病害虫防除が不可欠であり、さまざまな消毒剤が開発されているが、状況に応じた

消毒剤の選択が必要である。ホルマリンの人体への悪影響について理解した DOIED は、ホル

マリンに代わる消毒剤としての Sanitech の輸入ルートを開拓した。DOIED は、民間業者（S.K. 
Handicraft）がインドより Sanitech を輸入する調整を行い、ドニベシの JT/JTA と Silk mobilizer
が共同で、養蚕農家グループに対して Sanitech を使用した消毒法のデモンストレーションを実
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施した。DOIED では、今後、稚蚕飼育所や養蚕農家を対象に Sanitech のデモンストレーショ

ンを実施する予定である。

　　（1）ホルマリン代替消毒剤の検討

　養蚕の作柄の安定のためには、蚕の飼育室、上蔟室等の消毒は必須条件である。特に稚

蚕飼育所の消毒は徹底されなければならない。これまで DOIED は農家に対して、薬剤と

してはホルマリンの使用を推奨してきたところであるが、ホルマリンが人体に影響がある

ということで代替の消毒剤が必要になったものである。

　DOIED では、代替消毒剤として、インド製薬剤 Sanitech［主成分；二酸化塩素（Chlorine 
dioxide）］を検討してきた。Sanitech は、JICA の「インド二化性養蚕普及プロジェクト」（第

1 ～ 3 フェーズ）の活動のなかで、インドの養蚕事情（密閉不能の蚕室の構造等）を考慮

して、ホルマリン代替消毒剤として開発された養蚕用の消毒剤である。インドでは、既に

第 2 フェーズ（チーフアドバイザー；河上清氏）、第 3 フェーズ（チーフアドバイザー；

柳川弘明氏）でも広く実用に供されており、当時、日本国内でも、群馬県蚕業試験場等で

Sanitech の消毒効果の実証試験が実施されている。

　ホルマリンによる消毒は、臭気が強く、対象物を密閉する必要がある。ネパールの養蚕

のように（インドの養蚕事情も伝統的なものは同様）、蚕室と居室が一体となった場所で

はホルマリンの使用は大変困難を伴う。その点、無臭に近い Sanitech の方が容易である。

しかし、ホルマリンと Sanitech とは消毒効果の面で違いがあり（ホルマリンは気化＋接触

消毒、Sanitech は接触消毒）、蚕室・蚕座の隅々まで消毒効果を及ぼすためにはホルマリ

ンの使用による消毒の方が優れているといわれている。

　ホルマリンの代替消毒剤の検討については、過去の運営指導調査で提言がなされ、第 2
回合同調整委員会（Joint Coordination Committee ： JCC）（2008 年 5 月）でも合意されている。

　中間レビュー時点では、試行的な活動はなされていたものの、具体的な輸入手段等の検

討はされてこなかった。2010 年 1 月、DOIED は民間業者（S.K.Handicraft）を通じて、イ

ンドから Sanitech を輸入した（JICA 分 200 リットル、DOIED 分 90 リットル）。既にドニ

ベシ支場の JT/JTA と Silk Mobilizer が共同して、養蚕農家グループに対して Sanitech を使

用した消毒法のデモンストレーションを実施している。プロジェクトの方針としても、今

後は特に稚蚕飼育所や養蚕農家の飼育室・上蔟室を対象として、本格的に Sanitech を使用

した消毒法のデモンストレーションの実施が予定されている。

　これらのことから、本課題については、一応課題が解消されたとして、今回の運営指導

調査では提言事項から削除することとした。

　ただし、ネパール養蚕の課題は、ホルマリンか Sanitech かといった、消毒剤の種類の問

題だけに集約されてはならない。消毒が徹底されるかどうかは、むしろ、当該養蚕農家が

消毒を可能とする環境にあるかどうかにある。

　ネパールの養蚕では、消毒の不徹底などが原因で、1 箱（2 万粒）当たりの収繭量が

5kg 以下の農家があり、不良繭の割合も 20 ～ 30 % と高い。これが収入減につながり、最近、

農家が養蚕から撤退する要因ともなっているといわれており、緊急に解決しなければなら

ない課題である。ネパールにおける蚕の病気の原因には、膿病や硬化病によるものが多く、

一度病気が発生すると、なかなか除去することが難しいとの報告（狩野寿作・元ネパール
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専門家）もあり、これらの病気を予防するためには、稚蚕飼育所、飼育室、上蔟室等の関

係箇所や養蚕資材を徹底的に消毒するほかはない。消毒は蚕期の前後に必ず実施する必要

がある。

　消毒剤は、ホルマリンでも Sanitech でもよいが、前述のごとく、消毒の効果の面で違い（気

化＋接触消毒、接触消毒）があることから、通常の消毒は Sanitech を使用することとしつ

つも、病原の蓄積や大規模な違作の発生を予防するため、ホルマリンで徹底的に消毒を行

うといった方法が考えられる。ホルマリンを全く使用しないのではなく、目的によっては、

適宜適切に有効な消毒方法を検討する必要がある。今回、提言事項が削除されたからといっ

て、ネパール養蚕において、消毒が軽視されるようなことがあってはならず、常に病気の

発生と作柄の動向を注視し、徹底消毒の必要性を農家に喚起する必要がある。

　２－１－７　養蚕振興モデルの構築

　中間レビューにおける提言のとおり、本プロジェクトは、ダディン（Dhading）郡をモデル

と設定し、以下のような他地域にも導入可能な技術やシステムを開発することを目標としてい

る。

①　ネパールと日本の協力により開発された養蚕の標準技術（蚕種製造技術、桑の栽培・収

穫技術、蚕の飼育技術、蚕病防除技術、繭品質判定法など )
②　標準技術のマニュアル化、技術マニュアルを用いたカスケード方式の研修システム

③　政府、民間企業、NGO、養蚕農家が連携した座繰り糸の生産及び絹新製品の開発

④　DOIED による養蚕業・絹産業への支援策の立案と補助金の支出［繭生産農家への支援策、

座繰り糸を生産する農家や民間企業への支援策、絹新製品を開発する民間企業や NGO
への支援策、農民の組織化（協同組合化）を推進する NGO への支援策など］

⑤　DOIED の政策立案に必要な養蚕統計資料の定期的な収集と開示

　養蚕の標準的技術（桑栽培、収穫技術、稚蚕飼育技術、蚕病防除技術、繭品質判定法等）、

農民組織化については、中間レビュー以降、特に活発に取り組みが行われている。研修システ

ムについても、中間レビュー以降特に活発に取り組みが行われており、マニュアルも作成され

つつある。

　座繰り生糸の生産については民間へのシフトが進められつつあり、市場と結びついた絹製品

開発も成功裏に進められてきており、座繰り生糸の需要も増加しつつある。DOIED による政策、

アクションプランの検討も進められ、補助金の助成も始められている。養蚕統計資料の収集・

開示も進められている。これらの状況から、モデル構築について着実に進められていることが

確認された。

　２－１－８　その他

　　（1）繭品質判定法

　本調査では、繭品質判定について、ドニベシ支場で聞き取りを行った。農家自らが選繭

する場合と、JT/JTA、Silk mobilizer が選繭する方法がある。後者が行う繭の価格決定をす

る方法として、繭 50g を抽出し、そこから繭層量歩合（%）を求め（繭層量歩合× 9Nrs）
を繭値とした方法を採用している。選除繭は、1kg 当たり 50 Nrs の定額で取引されている。

選除繭歩合が 20 ～ 30％もある場合は、誤選率が大きくなり、繭価格へ大きく影響する。
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現在の状況では当面この方法を踏襲するものの、良繭と選除繭の判別基準や選繭方法の整

備を行っていく必要があると考えられる。選除方法のマニュアルについては、本プロジェ

クトのなかで策定が進められているが、今後それを用いた JT/JTA、Silk mobilizer による農

家への指導の徹底が望まれる。

　　（2）技術の普及、研修システム

　本プロジェクトでは、技術の普及システムについては、技術を農家へ普及するために、

カスケード方式を採用している。標準技術マニュアルの策定は本プロジェクトで鋭意進め

られている。それとともに、製糸技術のマニュアル化も進められている。この 1 年半の間

に、座繰り生糸の製品化が進められ、それが商品として店頭に並ぶまでに至っている。本

調査では、座繰り生糸の製糸現場を見ることはできなかったが、煮繭方法はその品質、収

量に大きく影響するところ、繭を潰さずに繭層内へ均等に湯を浸透させ、なるべく緒糸を

出さない方法等のマニュアル化が望まれる。繰糸中の粒付管理、接緒方法のマニュアル化

についても同時に進めることが必要と考えられる。また製糸段階においては、座繰り生糸

のまま使用する場合は別として、先練り先染めで行う場合は撚糸を必要とする。2-1-1（1）
で述べた検討が必要と考えられた。座繰り生糸は、200～ 300デニールという太繊維である。

しかも未精練糸で使う場合、糸が硬い。ソーキング等を行って糸を柔らかくしてから合糸・

撚糸することなども今後の検討が望まれる。
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第３章　協議結果

３－１　提言

　中間レビューにおいては、特に課題とされた点により焦点を絞り、官民連携、カスケード方式

研修システムの構築、モニタリング評価システムの構築等の活動と、加えて日本側の大目標とし

て、これらの活動を通じた政策提言を行うことを目的として PDM を改訂した。この新 PDM に沿っ

た活動は、各専門家の尽力によって軌道に乗りつつあることが確認されたが、プロジェクト目標

達成と、その後の自立発展のために特に留意すべき点（中間レビューにおける提言）に対する対

応状況については第 2 章で述べたとおりであった。今後も対応が必要な点、また更なる進展のた

めの留意点と思われる点も多かったところ、引き続き DOIED 及びプロジェクトによって特に対

応が必要と思われる点について、運営指導調査団の提言としてミニッツに記載した。内容は以下

3-1-1 から 3-1-6 のとおりである。

　なお、日本側の大目標である政策提言のめざすところとして、「ネパール側の自主性の向上」

が本プロジェクト、ひいてはネパールにおける養蚕業の生き残りのために特に重要な点である。

今回の調査においては、養蚕政策案が既に完成し、省庁による承認手続き段階にあること、また

本政策の採択に時間を要す場合は DOIED が主体となって養蚕戦略を策定する用意があることが

確認された。加えて、具体的なペーパーは入手できなかったものの、今後 3 年間のアクションプ

ランも作成されており、同プランに沿った予算措置を申請しているとの回答も得ている。このよ

うに、特に養蚕業振興の先導役である DOIED においては、以前にはみられなかった自主性が生

まれつつある点は大きな進展と考えられる。

　他方、既に作成されている養蚕政策案についてもアクションプランについても、DOIED の手

中の域を出ておらず、今後も上層部に対するロビー活動は重要なポイントとなっている。仮にこ

れらの計画に見合った予算措置がなされない場合、これらの計画は絵に描いた餅に過ぎない。ま

た、このようにいまだに具体化しない計画のせいもあり、JT/JTA 等の現場レベルには DOIED 及

びその上層部での議論が伝わっておらず、各層が一丸となって養蚕業振興にあたるには依然時間

を要するものと思われる。この点は以下の提言（特に 3-1-1、3-1-4、3-1-6）においても改めて提

言しているが、今後のプロジェクト実施において、日本側も注視すべき点である。

　３－１－１　蚕糸生産の方向性

　2008 年 5 月の運営指導によって提言され、ワークショップ開催等を通じて政策案を作成し

たが、いまだに承認されておらず、政策案の承認手続きの継続的なフォローが望まれる。

　Agriculture Policy 及び Sericulture Policy を踏まえ、3 カ年アクションプランを更に具体化し、

実施される道筋を検討する必要がある。また、将来的にプライオリティがどうなるのかについ

て、MOAC や NPC 等の上層部との議論やロビー活動が引き続き望まれる。

　なお、MOAC や NPC への働きかけとして、養蚕の有効性やプロジェクトの成果を伝える商

品紹介、スタディツアー、ショー等の積極的なロビー活動の実施も検討されたい。

　３－１－２　カウンターパートの配置

　本プロジェクトの予算措置はプロジェクトの成否にもかかわるため、善処を要求する。上記

「3 年アクションプラン等の計画」の計画を具現化するための適切な予算措置も期待する。
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　３－１－３　予算措置

　これまでの運営指導調査等でも指摘されていたが、カウンターパートの絶対数が少ないう

えに、頻繁な異動が行われている。蚕種生産のように、知識や技術の継承が難しいケースも

みられるところ、プロジェクト運営を円滑にし、また持続性を保つためにも、カウンターパー

トの配置について善処を要求する。

　３－１－４　普及員（JT/JTA）の役割

　本プロジェクトにおいては、Officer から JT/JTA、JT/JTA から Silk Mobilizer へ、Silk Mobilizer
から農民組織への技術移転を進めるカスケード方式を採用することとなっている。しかしなが

ら現在は、JT/JTA への十分な TA/DA が配分されておらず、現場における活動に JT/JTA を十分

生かしきれていない。現場における活動については、他の地域でも Silk Mobilizer を設置する

という案もあるとのことだが、効率性、持続性の観点からも、JT/JTA が中心となったカスケー

ド方式技術移転に力を注いでいくことが期待される。今後の 3カ年アクションプランにおいて、

繭の品質向上や増産に関する OJT やデモンストレーションなどを通じ、JT/JTA の活力を十分

発揮させるべきである。

　３－１－５　民間企業の誘致

　中間レビュー以降、特に Post Cocoon の部分に関して民間の活動に進展がみられているが、

今後の蚕糸行政における政府の役割、方向性については養蚕政策のなかで検討する必要があ

る。

　３－１－６　モデルの構築

　本プロジェクトで形成されてきたモデルの活用、他地域への導入について、予算的措置を

伴った計画が 3 カ年アクションプランのなかで実施されることが期待される。なお、このよう

にモデルを他地域に展開するという目標について、PDM の共有等を通じて関係者間で共有す

ることが望まれる。
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